
                                      

 

  

   

 

 

 

 

 

春風の心地よい季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 
さて、民法改正に伴い成人年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられましたね。高校生であっても 18 歳であればクレジット
カード、ローン契約など親の同意なしで自らの責任で行えるようになりました。これに伴い消費者トラブルに巻き込まれること
が大きく増えます。自分は大丈夫と思わずに今一度よく考えて行動していきましょう。 

ロシアのウクライナ侵攻を受け、在日ウクライナ大使館が寄附の専用口座を開設した所、3 月７日時点で 15

万人以上から寄附金が集まり，寄付総額は約 40 億円に達したそうです。このウクライナ大使館への寄附で寄

附金の控除が受けられるか否か、寄付金の規定を振り返りながら述べていきます。 

＜寄付金の種類＞ 

寄付金は、大きく分けて以下の４つに分類されます。 

① 国または地方公共団体に対する寄附金 

  国や都道府県、市区町村に対する金銭などの寄附・義援金のうち、国または地方公共団体に対して直接

寄附したものが該当します。 

  【損金算入額】…支出した金額の、全額が損金となります。 

② 指定寄附金（赤い羽根募金・日本赤十字社への寄付など） 

  公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く

一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして財務大臣が指定した寄附金が該当します。 

  【損金算入額】…支出した金額の、全額が損金となります。 

③ 特定公益増進法人等に対する寄附金（認定NPO法人に対する寄付など） 

  公共法人等のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄

与するものと認められた一定の公益法人等に対する寄附金が該当します。 

  【損金算入額】…下記計算式で算出された金額が上限となります。 

(所得金額×（6.25/100）＋期末の資本金等の額×（当期月数/12）×（3.75/1,000）)×（1/2） 

⇒例）所得見込 20,000,000円、資本金 10,000,000円の場合は、643,750円が限度額となります。 

④ 一般の寄附金（神社・寺・政治団体・宗教法人への寄附など） 

  上記①～③以外の寄附金は全て一般の寄付金となります。 

  【損金算入額】…下記計算式で算出された金額が上限となります。 

(所得金額×（2.5/100）＋期末の資本金等の額×（当期月数/12）×（2.5/1,000）)×（1/4） 

⇒例）所得見込 20,000,000円、資本金 10,000,000円の場合は、131,250円が限度額となります。 

＜ウクライナ大使館への寄付金は損金算入できる？＞ 

上記 4分類を確認した所で、冒頭のウクライナに対する寄付金は損金算入が出来るのでしょうか。 

結論としましては、ウクライナ大使館への寄付は、④の一般の寄付金に該当します。 

実は、①～③は全て国内の寄付に対しての規定であり、ウクライナ大使館への寄付は外国への寄付とされま

すので、④の一般の寄付金に該当する事となります。 

ただし、他のウクライナへの寄附団体（日本赤十字社・日本ユニセフ・国境なき医師団等）への寄付であれ

ば、同団体が特定公益増進法人に該当することから、③に該当し、損金算入が可能です。 

 

どの団体に寄付されるかは自由ですが、節税も行いたい場合には、寄付先が①～④のどこに該当するのか、ま

た寄付上限はいくらなのかを把握しておく必要がございますので、寄付をされる際にはご検討ください。 

 

～ウクライナ大使館への寄付金は損益算入できる？ ～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   優経税理士法人    

～（経済産業省認定）経営革新等支援機関です。～ 

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 6-48TOMOS神楽坂４階  

TEL03-5206-7457  FAX03-5206-7458 

ukz@uk-g.co.jp http://www.uk-g.co.jp 

いつでもお気軽に 

お問い合わせください。 

スタッフ一同、心より 

お待ちしております。 

＜IT導入補助金 2022＞ 

ソフトウェア購入費・クラウド利用費・導入関連費等の 

費用の一定割合（50%～75%）が補助されます。 

補助金額は、通常枠であれば 30万円～最大 450

万円、デジタル化基盤導入類型であれば 5万円～最

大350万円となりますので、該当される場合には活用

したい補助金となります。 

ただし、申請要件が細かく、申請後に一定期間の報告

書提出の義務もあるため、制度の内容・要件をしっかり

と把握する必要がございます（行政書士の方に代行

依頼をする方法も良いかと思われます）。 

詳細は下記 URL をご確認ください。 

https://www.it-hojo.jp/index.html 

 

＜東京都時短協力金(2月 14日～3月 21日)＞ 

蔓延防止法より、営業時間の時短・休業を行った事

業を対象とし、支給額は 90万円～最大 720万円

（36日分）となっております。 

提出様式は以前までと変わりないですが、2019年・

2020年・2021年いずれかの 2月及び 3月の 1日

当たりの売上（2月 3月の売上合計÷59日）が 

75,000円を上回る場合は、売上証明の帳票が必要

となりますので、ご提出漏れの無いようご注意ください。 

✿血液型編✿ 

✿HPのお知らせ✿ 
------------------------------------------- 

ホームページにてスタッフブログを公開しています。税務・会

計の豆知識やアドバイス等掲載しておりますので、ぜひご

覧ください！ 

弊所 HP：http://www.uk-g.co.jp/ 

メンタルの成長を求めら

れるとき。瞑想やヨガなど

精神力を高めてみて。講

演や読書で知識を高め

てみるのもオススメ😊 

リーダー的な力を発揮で

きそう！以前から抱えて

いた問題は今が解決の

チャンス。積極的な行動

で進めてみて🎵 

何かと不安を抱きやすい

ときになるかも。ゆっくり自

然を見ながらお茶を飲ん

だりしてなるべく心静かに

過ごすとよいでしょう🌼 

精神的な経験により、大

きな学びを得て成長でき

そう。冷静な判断力が必

要となるとき。視野を広く

持つ意識をしてみて👀 

＜助成金・補助金の収益認識＞ 

コロナウィルスの影響により、事業復活支援金などの助成金や、IT導入

補助金（右記事で紹介しております）などの補助金が実施され、様々

な業種が申請により交付を受けているかと思います。しかし、これらの収

益認識は入金時ではなく、注意が必要です。 

（助成金の収益認識） 

国税局の Q&A によると、「法人税の所得金額の計算上、ある収入の

収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属

する事業年度となる（法人税法 22 条２項、４項）」とあります。 

つまり、助成金の交付決定通知書が発行された日に含まれる事業年

度の収益として計上することとなります。 

例を挙げると、決算日後に入金があったとしても、交付決定日が決算日

前であれば、当期の収益として計上する必要があります。 

（補助金の収益認識） 

購入経費の一部分を負担する補助金に関しては、「あらかじめその交付

を受けるために必要な手続（計画書の提出等）をしている場合には、

その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていな

いとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金

等の収益計上時期はその経費が発生した日の属 

する事業年度として取り扱うこととする（法人税基 

本通達２－１－42）」とあります。 

つまり、補助金の交付決定通知書が発行されてい 

なくても、対象物の購入と申請を行った時点で、そ 

の事業年度の収益として計上することとなります。 

 

mailto:ukz@uk-g.co.jp
https://www.it-hojo.jp/index.html

